
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

県

民

生

活

関

係

手

数

料

徴

収

条

例

第

三

市

町

村

課

条

に

規

定

す

る

別

に

定

め

る

手

数

料

の

納

付

方

法

の

廃

止

（

県

例

規

集

登

載

）

○

保

育

士

登

録

関

係

手

数

料

の

徴

収

事

務

の

委

託

子

ど

も

未

来

課

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

〃

〃

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和５年５月１６日 第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

岡
山
県
県
民
生
活
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
手
数
料
の
納
付
方
法

（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

  
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事  

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

委
託
し
た
事
務
の
内
容 

 

岡
山
県
子
ど
も
・
福
祉
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
令
和
五
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
）
に
基
づ
く

保
育
士
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
並
び
に
保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
に
係
る

手
数
料
（
以
下
「
保
育
士
登
録
関
係
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
の
事
務 

二 

委
託
し
た
収
入
の
種
類 

 

保
育
士
登
録
関
係
手
数
料 

三 

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称 

  
 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

 
 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

四 

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 
麹
町
一
丁
目
ビ
ル
六
階 

 
 

登
録
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー
事
務
所 

五 

委
託
の
期
間 

  
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
五
年
五
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

新

見

市

上
市
公
民
館
・
上
市
市
民
セ
ン
タ
ー

令
和
五
年

一
〇:

三
〇
～

七
月

三
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
哲
多
支
局

〃

四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

井
倉
公
民
館
・
井
倉
市
民
セ
ン
タ
ー

〃

五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

土
橋
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

熊
谷
公
民
館
・
熊
谷
市
民
セ
ン
タ
ー

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:
〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
大
佐
支
局

〃

七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
神
郷
支
局

〃

十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
哲
西
支
局

〃

十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



新
見
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

瀬
戸
内
市

瀬
戸
内
市
役
所
長
船
支
所

〃

十
八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

瀬
戸
内
市
役
所
牛
窓
支
所

〃

十
九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

瀬
戸
内
市
役
所

〃

二
十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:
〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
南
区
飽
浦
字
岩
穴
六
七
一
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（

次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
庁
及
び
岡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

「

す
る

）
。

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
南
区
飽
浦
字
岩
穴
六
七
一
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
六
七
一
の
九

。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（

次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
庁
及
び
岡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

「

す
る

）
。

令和５年５月１６日　岡山県公報　第１２４９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

美
咲
町 

二 

事
業
の
種
類 

美
咲
町
多
世
代
交
流
拠
点
施
設
駐
車
場
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

１ 

収
用
の
部
分 

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
原
田
字
柴
崎
地
内 

２ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

美
咲
町
多
世
代
交
流
拠
点
施
設
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第

三
条
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
「
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
に
よ
る
公
民
館
」

及
び
「
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
図
書
館
」
並
び
に
同
上
第
三
十
一

号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
」
に
該
当
す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
美
咲
町
は
、
本
件
事
業
を
美
咲
町
新
町
建
設
計
画
（
令
和
四
年
十
二

月
変
更
）
及
び
美
咲
町
第
三
次
振
興
計
画
（
令
和
四
年
六
月
改
訂
）
に
位
置
付
け
て
お
り
、
本
件
事

業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の

充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す

る
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は
町
役
場
や
公
民
館
、

図
書
館
、
地
域
活
性
・
交
流
セ
ン
タ
ー
等
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
拠
点
を
集
約
す
る
美
咲
町
多
世
代
交

流
拠
点
施
設
に
お
い
て
不
足
が
見
込
ま
れ
る
四
十
七
台
分
の
自
動
車
駐
車
場
を
増
設
整
備
す
る
も

の
で
あ
り
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
通
行
車
両
等
に
よ
る
事
故
防
止
と
安
全
性
の
確
保
に
相

当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
①
利
用
者
の
安
全
性
を
考
慮
し
交
流
拠
点
施
設
の
近

隣
地
で
あ
る
こ
と
、
②
駐
車
位
置
か
ら
交
流
拠
点
施
設
へ
の
移
動
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
③
交
流

拠
点
施
設
の
敷
地
と
一
体
的
な
利
用
が
で
き
る
こ
と
、
④
最
小
限
の
工
事
数
量
で
、
施
工
が
容
易

で
あ
る
こ
と
、
⑤
事
業
費
が
低
廉
で
経
済
的
合
理
性
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
複
数
の

候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。 

(2) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
保

護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
本
件
事
業
地
内
の
土
地

に
お
け
る
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3) 

(1)
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
(2)
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 
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本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
美
咲
町
多
世
代
交
流
拠
点
施
設
に
お
い
て
不
足
が
見
込
ま
れ
る
駐
車
場

を
整
備
す
る
事
業
で
あ
り
、
当
該
施
設
は
令
和
六
年
度
の
完
成
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
施

行
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒

久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判

断
さ
れ
る
。 

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で

あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

美
咲
町
地
域
み
ら
い
課 
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〔
二
四
八
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

名
称 

（
仮
称
）
プ
ラ
ム
タ
ウ
ン
真
庭 

 
 

 

所
在
地 

真
庭
市
落
合
垂
水
六
二
八
番
地 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 

名
称 

協
同
組
合
シ
ー
エ
ム
シ
ー 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
北
区
大
内
田
八
一
二
番
地 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

理
事
長 

小
林 

宏
三 

 
 

 

名
称 

バ
イ
ナ
ル
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
六
九
七
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

水
内 

照
悟 

 
 

 

名
称 

有
限
会
社
谷
本
生
花
店 

 
 

 

住
所 

真
庭
市
落
合
垂
水
四
二
六
番
地
の
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

谷
本 

忠
恒 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
共
栄
商
事 

 
 

 

住
所 

高
梁
市
中
原
町
一
〇
八
四
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

小
林 

宏
三 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
ミ
ズ
ウ
チ
薬
品 

 
 

 

住
所 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
六
九
七
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

水
内 

照
悟 

 
 

 

名
称 

有
限
会
社
谷
本
生
花
店 

 
 

 

住
所 

真
庭
市
落
合
垂
水
四
二
六
番
地
の
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

谷
本 

忠
恒 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 
 
 
 
 

令
和
六
年
二
月
一
日 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 
 
 
 
 

二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

二
百
台 

 
 
 
 

(2) 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

七
十
九
台 

 
 
 
 

(3) 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

百
四
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

(4) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

二
十
九
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

７ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 
 
 
 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
後
九
時 
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(3) 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で 

 
 
 
 

(4) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

三
箇
所 

 
 
 
 

(5) 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
真
庭
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課 
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〔
二
四
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

  
 

入
真
加
部
土
地
改
良
区 

二 

認
可
年
月
日 

    

令
和
五
年
五
月
九
日 
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〔
二
五
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
真
壁
字
硯
橋
二
〇
三
―
一
一
、
二
〇
三
―
一
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
中
区
穝
東
町
一
丁
目
二
―
二
四
ア
ラ
ン
コ
ー
ト
一
〇
二
号
室 

乾 
 

幸
成 

乾 
 

晴
香 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
二
月
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
八
号 
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〔
二
五
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
九
反
ヶ
坪
二
八
六
八
―
三
、
二
八
七
〇
―
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
下
庄
七
〇
〇
―
一 

医
療
法
人
平
成
会 

理
事
長 

平
木 

章
夫 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
二
月
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
一
号 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
二
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
病
院
の
項
中
「
老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
三
愛
」
を
「
老
人
保
健
施
設
笠
岡
す
み
れ
苑
」

に
、「
高
梁
市
介
護
老
人
保
健
施
設
ひ
だ
ま
り
苑
」
を
「
高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属
介
護
老

人
保
健
施
設
ひ
だ
ま
り
苑
」
に
改
め
、
表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
三
愛
園
」
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
笠
岡
す
み
れ
園
」
に
改
め
、
表
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
項
中
「
社
会
福
祉

法
人
千
寿
福
祉
会
障
が
い
者
支
援
施
設
み
す
ず
荘
」
を
「
障
が
い
者
支
援
施
設
み
す
ず
荘
」
に
改
め
る
。 
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